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新築住宅 性能評価 申請料金 （平成１９年１２月１７日制定） 
【住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年６月２３日法律第８１号）】 
１．設計住宅                     

料  金（円） 
延べ床面積（㎡） 

（選定方法については別途打合わせ） 
戸建て住宅（併用含む） 共同住宅等 

～２００㎡以内 ３０,０００ ２５，０００ ＋ Ｍ × ７，０００ 

２００㎡超～１，０００㎡以内 ４５，０００ ＋ Ｍ × ７，０００ 

１，０００㎡超～２，０００㎡以内 ５５，０００ ＋ Ｍ × ６，０００ 

２，０００㎡超～３，０００㎡以内 ６０，０００ ＋ Ｍ × ５，０００ 

３，０００㎡超～４，０００㎡以内 ７０，０００ ＋ Ｍ × ５，０００ 

４，０００㎡超～５，０００㎡以内 ８５，０００ ＋ Ｍ × ５，０００ 

５，０００㎡超～１０，０００㎡以内 １７０，０００ ＋ Ｍ × ５，０００ 

１０，０００㎡以上 

５０，０００ 

３５０，０００ ＋ Ｍ × ５，０００ 

（ Ｍ ： 評価を行う住戸数 ） 
２．建設住宅 

料  金（円） 
延べ床面積（㎡） 

（選定方法については別途打合わせ） 
戸建て住宅（併用含む） 共同住宅等 

～２００㎡以内 ８０，０００ Ｎ × ２５，０００ ＋ Ｍ × １０，０００ 

２００㎡超～１，０００㎡以内 Ｎ × ３５，０００ ＋ Ｍ × １０，０００ 

１，０００㎡超～２，０００㎡以内 Ｎ × ４５，０００ ＋ Ｍ × ９，０００ 

２，０００㎡超～３，０００㎡以内 Ｎ × ６０，０００ ＋ Ｍ × ９，０００ 

３，０００㎡超～４，０００㎡以内 Ｎ × ７０，０００ ＋ Ｍ × ８，０００ 

４，０００㎡超～５，０００㎡以内 Ｎ × ９０，０００ ＋ Ｍ × ８，０００ 

５，０００㎡超～１０，０００㎡以内 Ｎ × １２０，０００ ＋ Ｍ × ８，０００ 

１０，０００㎡以上 

１０２，０００ 

Ｎ × １４０，０００ ＋ Ｍ × ８，０００ 

    
（ Ｎ ： 検査を行う回数、  Ｍ ： 評価を行う住戸数 ） 

   （ 室内空気中の化学物質の濃度の評価には、 ￥５０,０００円、但しホルムアルデヒド 

のみ評価の場合には￥３０，０００円 が別途必要です。） 

３．負 担 金 
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上記の他に、建設住宅申請時の料金とは別に「指定住宅紛争処理機関」への負担金4,000円／戸

が必要です。 

４．申請料金の算定方法 

（注）１ 上記の設計住宅及び建設住宅の申請料金の算定基礎となる床面積は、住宅部分の床面 

積とします。 

     住宅以外の用途に供する部分については、その面積の１／２を、共同住宅等で評価対象外 

の住戸の面積の１／２をそれぞれ減じます。 

 

（注） ２  建設評価の料金に限り、建築基準法に基づく確認の検査と同時に当センターに申請をされる場合 

は、当該建設評価の料金を１０％減じます。 

 

（注） ３  住宅型式認定住宅等については、設計評価料金を２０％、建設評価料金を１０％減額する。 

 

（注） ４  設計住宅及び建設住宅の評価の変更申請の料金は、上記各項を準用します。 

     但し、当センターで評価を行ったものにつきましては、当該申請料金の算定用床面積を１／２とみな 

します。 

 

５． その他 

     評価書の再交付は、評価内容に変更がなく、交付後２年以内に限ります。 

     なお、その再交付料金は、１件当たり￥５，０００円と致します。 

 

※  上記金額には消費税が別途掛かります。 

 

 

 

  
 


